
就学支援金よくある質問_新規申請編

No. 申請手順 質問 回答

1

オンライン申請を行うため

に事前準備が必要なものは

何ですか。

・スマートフォンやパソコン等の端末

・ログイン用IDとパスワード

・親権者（あるいは未成年後見人等）全員分の個人

 番号（マイナンバー）

が必要です。

2

使用可能なスマートフォ

ン、パソコン等の端末がな

い場合、どのように申請を

行えばよいですか。

学校事務室へ連絡してください。

3

就学支援金に申請しない予

定です。何かしなくてはい

けないことはありますか。

申請する意向がない場合でも、「意向登録処理」まではお手続きをしていただ

く必要がございます。

手続きの手順等は「e-Shien申請者向け利用マニュアル_新規申請編」を確認し

てください。

4

ログイン画面にはどうやっ

てアクセスしたらよいです

か。

こちらのURLからアクセスしてください。

https://www.e-shien.mext.go.jp

5

ログイン用のIDとパスワー

ドはどのように入手できま

すか。

令和７年度浜松学院興誠高校入学生の場合は、入学式当日にクラスから配布さ

れる予定です。

申請する・しないにかかわらず、３年間使用しますので、４月・６月の手続き

後も必ずご家庭にて保管ください。

転校した場合は、転校先の学校において発行されたログイン用のIDとパスワー

ドを利用してください。

6

ログイン用のIDとパスワー

ドを忘れてしまったのです

が、どうすればよいです

か。

ログイン用のIDとパスワードを忘れてしまった場合や紛失してしまった場合

は、至急学校事務室へ問合せてください。

7

誤って意向登録をしてし

まった場合、どのようにす

ればよいですか。

誤って意向登録をしてしまった場合、自身で修正することはできません。

至急学校に連絡し、学校から登録解除の連絡を受けた後に、再度登録して

ください。

8
支給の対象になるか分かり

ません。

支給対象かどうかの判断がつかなくても、支給を希望する場合は申請をおこ

なってください。審査の結果、対象外と判定された場合は、不認定通知が届き

ます。

４月の受給資格認定申請時に不認定となった場合でも、７月に再度受給資格認

定申請をおこなうことが可能です。その場合、再度個人番号をご入力いただく

必要があります。

9

生徒・学校

情報入力

保護者等情

報入力

メールアドレスは登録しな

くても問題ないですか。

メールアドレスを登録しなくても申請は可能です。

登録した場合は審査完了時にメール通知が届きます。

審査完了後から支給決定（支給予定）通知書が発行されるまで時間を要しま

す。支給決定（支給予定）通知書の到着時期等に関するお問い合わせはご遠慮

ください。

10

登録した内容を変更したい

のですが、どうすればよい

ですか。

申請手続きを行う前であれば、各自のログイン後のページにて変更が可能で

す。

申請処理をおこなった後の訂正については、学校事務室へ連絡してください。

学校が県への提出処理をする前であれば、変更が可能です。

事前準備

ログイン

意向登録
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No. 申請手順 質問 回答

11

生徒・学校

情報入力

保護者等情

報入力

収入状況届出の提出が必要

な保護者等として、誰を登

録すればいいか分かりませ

ん。

新規申請時に保護者等の情報を登録する画面で、「親権者はいますか。」等の

質問が表示されます。各質問に回答すると収入状況の届出が必要な保護者等が

確認できます。

12

「未成年後見人」、「主た

る生計維持者」とは何です

か。

「未成年後見人」とは、親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者が

ない場合に、申し立てにより、家庭裁判所が選任する者です。

「主たる生計維持者」とは、生徒に親権者や未成年後見人がいない場合、生徒

の生計の主な部分をその収入により維持している者です。

また、入学時に未成年であった生徒が、在学中に成年（１８歳以上）となった

場合は、未成年時の親権者が「主たる生計維持者」に該当します。

13

保護者等の収入状況を提出

するためにはどのようにし

たらよいですか。

都道府県で課税情報などを確認するため、収入状況提出方法を選択する画面に

おいて、「個人番号を入力する」を選択の上、保護者等の個人番号の入力をし

ていただきます。

14

自分の個人番号がわかりま

せん。どうしたらよいです

か。

個人番号が不明な場合は、区役所や協働センターなどで個人番号入りの住民票

をご取得いただきますとご確認いただけます。（発行手数料がかかります。）

入学の際に学校へご提出いただく住民票は個人番号の記載がないものです。ご

留意ください。

15

収入状況の提出ができない

保護者等がいる場合、どの

ようにすればよいですか。

保護者等が海外に居住しており、令和６年１月１日時点で日本国内での住民税

が課されていない場合は、「日本国内に住所を有していない」にチェックを付

けてください。

そのほかの理由にて収入状況の提出ができない場合、学校に問い合わせてくだ

さい。

16

個人番号を入力する際に気

をつけることはあります

か。

・入力された個人番号や課税地に誤りがあった場合は判定ができないため、

 内容が正しいことを複数回確認してください。

・また、税の申告を行っていない場合、個人番号を提出しても審査ができな

 いため、必ず事前に申告手続をおこなってください。

・収入が０円でも税の申告が必要な場合がございます。

 詳しくはお住まいの地域の市民税県民税担当の課へお問合せください。

17

認定されたかどうか、支給

額はどこで確認できます

か。

認定後、「高等学校等就学支援金支給決定（支給予定）通知書」が県から学校

へ送付されます。学校に届き次第、各ご家庭へ配布いたします。こちらで認定

および支給予定額が確認できます。

メールを登録した場合は、審査結果がメールで届きます。詳しくは上記Q９を

確認してください。

なお、審査完了後から支給決定通知（支給予定）通知書の発行までには時間が

かかる場合があります。

通知書の到着時期等についてのお問い合わせはご遠慮ください。

18

一度開始したオンライン申

請を途中で中断しても問題

ないですか。

オンライン申請中に一時保存した場合は、中断前の状態から申請が再開できま

す。中断した申請の再開方法は、「申請者向け利用マニュアル_新規申請編」

を参照してください。

19

その他
申請手続きが正常に完了し

ているかを確認することは

できますか。

ポータル画面から「認定状況」の「表示」ボタンをクリックすることで、審査

状況を確認できます。

詳細は「e-Shien 申請者向け利用マニュアル_新規申請編」のP14,15をご確認

ください。

生徒・学校

情報入力

保護者等情

報入力＜個

人番号を入

力する＞

審査結果
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20

その他 就学支援金を受給していま

すが、休学する場合はどう

すればよいですか。

システム外にて、学校に支給停止の申出をおこなう必要があります。詳細は学

校に問い合わせてください。

21

４月の受給資格認定申請か

ら６月の収入状況届出まで

の間に生徒/保護者情報に変

更があったのですが、どう

すればよいですか。

離婚・死別・再婚等の保護者の異動や変更があったり、税の更生をおこなった

りなどした場合は、ただちに学校事務室へ連絡してください。

受給資格認定や収入状況届出申請等の審査中は、変更処理はできませんが、審

査完了を待たずに連絡してください。

（事務室から変更のための書類をお渡しした後、場合によっては戸籍等の必要

書類をご取得いただく必要があり、変更届出までに時間を要することがあるた

めです。）

22

以下の事象が発生していま

すが、改善する方法はあり

ますか。

・画面表示に時間がかかる

・画面表示されずにエラー

となる

・画面のレイアウトが崩れ

る

令和５年３月下旬に新システムへ移行した影響で、一時的に左記の事象が発生

している可能性があります。この場合は、ブラウザのキャッシュをクリアして

から再度アクセスしてください。
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